
61 観光研究レビュー◉韓国カジノ産業の動向

も
高
い
二
一・五
％
が
予
想
さ
れ
る
。
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
も
二
〇・五
％
と
高
い
一
方
、
韓

国
の
年
平
均
成
長
率
は
マ
イ
ナ
ス
成
長
が

予
想
さ
れ
て
い
る
（
表
１
）。

韓
国
に
お
け
る

カ
ジ
ノ
の
歴
史

韓
国
の
カ
ジ
ノ
産
業
は
ア
ジ
ア
で
最
も

歴
史
が
古
く
、
誕
生
は
一
九
六
〇
年
代
に

世
界
の
カ
ジ
ノ
産
業
の

現
況

世
界
の
カ
ジ
ノ
産
業
は
、
二
〇
一
〇
年

か
ら
二
〇
一
五
年
に
か
け
て
年
平
均
九・二

％
の
成
長
率
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
中
で

も
成
長
著
し
い
の
が
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域

で
、
年
平
均
一
八・三
％
の
成
長
率
と
予
想

さ
れ
る
。

世
界
に
占
め
る
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の

シ
ェ
ア
は
二
〇
一
〇
年
に
二
九・二
％
だ
っ
た

が
、二
〇
一
五
年
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の

カ
ジ
ノ
売
上
総
額
は
七
百
九
十
二
億
六
千

六
百
万
米
ド
ル
に
達
し
、
世
界
全
体
に
占

め
る
シ
ェ
ア
は
四
三・四
％
に
拡
大
す
る
と

見
ら
れ
る
。

一
方
、米
国
の
二
〇
一
五
年
の
カ
ジ
ノ
売

上
総
額
は
七
百
三
十
三
億
二
千
万
米
ド
ル
、

二
〇
一
〇
年
に
は
世
界
最
大
の
四
八・九
％

を
誇
っ
て
い
た
シ
ェ
ア
も
二
〇
一
五
年
に
は

四
〇・一
％
に
縮
小
す
る
と
見
ら
れ
、
ア
ジ

ア
太
平
洋
地
域
は
米
国
を
上
回
る
世
界
最

大
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
な
る
と
予
想
さ
れ
て

い
る
。

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
中
で
は
マ
カ
オ

が
最
も
売
り
上
げ
が
多
く
、
二
〇
一
〇
年

か
ら
二
〇
一
五
年
の
年
平
均
成
長
率
は
最
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	 区分/百万＄	 	2010		 2011（E）		 2012（E）	 2013（E）	 2014（E）		 2015（E）	 CAGR＊

Australia 3,429 3,429 3,439 3,478 3,576 3,698 1.5
Macau 23,447 34,608 44,862 52,553 57,680 62,167 21.5
Malaysia 948 940 942 964 1,012 1,059 2.2
New Zealand 365 350 353 369 388 408 2.3
Philippines 558 618 719 941 1,102 1,217 16.9
Singapore 2,827 4,396 5,090 5,784 6,516 7,172 20.5
South Korea 2,637 2,628 2,641 2,770 2,706 2,620 –0.1
Vietnam 69 73 78 102 122 141 15.4

Total 34,280 47,042 58,124 66,961 73,429 79,266 18.3

資料： PWC（2012）  ＊CAGR: Compound Average Growth Rate

表1  アジア太平洋地域のカジノ市場の推移 （年平均
成長率）
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「
観
光
振
興
法
」
改
正
に
伴
い
、
カ
ジ
ノ

は
警
察
の
管
轄
か
ら
移
管
さ
れ
、
観
光
産

業
に
組
み
込
ま
れ
た
。
二
〇
〇
四
年
に
制

定
さ
れ
た
「
企
業
都
市
開
発
特
別
法
」
に

よ
り
、
一
定
額
以
上
を
投
資
す
れ
ば
外
国

企
業
も
カ
ジ
ノ
の
事
業
権
を
獲
得
で
き
る

許
可
が
下
り
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
二
〇
一
二
年
に
「
経
済
自
由
区

域
の
指
定
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
特
別

法
」
が
改
正
さ
れ
、
カ
ジ
ノ
業
の
許
可
に

対
す
る
事
前
審
査
制
が
導
入
さ
れ
た
。
こ

れ
に
伴
い
、
海
外
か
ら
の
投
資
が
か
な
り

活
発
化
し
て
お
り
、統
合
型
リ
ゾ
ー
ト（
Ｉ

Ｒ
）
の
開
発
計
画
も
い
く
つ
か
進
行
し
て

い
る
（
表
２
）。

韓
国
に
お
け
る
外
国
人

専
用
カ
ジ
ノ
の
現
況

韓
国
の
カ
ジ
ノ
は
こ
れ
ま
で
、
統
合
型

リ
ゾ
ー
ト
（
Ｉ
Ｒ
）
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ

で
は
な
く
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
交
ク
ラ
ブ
」

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
現

在
、
ソ
ウ
ル
に
三
カ
所
、
釜
山
に
二
カ
所
、

仁
川
、
江
原
、
大
邱
に
各
一
カ
所
、
済
州

に
八
カ
所
、
全
国
に
計
十
六
カ
所
の
外
国

人
専
用
カ
ジ
ノ
が
営
業
し
て
い
る
。
ゲ
ー

ム
施
設
は
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
七
百
十
五
台
、

ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
八
十
八
台
、
ビ
デ
オ
ゲ

ー
ム
八
百
八
十
一
台
な
ど
全
国
で
合
計
約

一
千
七
百
台
あ
る
。

二
〇
一
三
年
の
外
国
人
専
用
カ
ジ
ノ
の

利
用
客
数
は
前
年
比
一
三・
六
％
増
の

二
百
七
十
一
万
人
（
外
国
の
永
住
権
を
持

つ
韓
国
人
も
含
む
）、
総
売
上
は
一
兆
三
千

六
百
八
十
五
億
ウ
ォ
ン
。
利
用
客
は
日
本

人
が
最
も
多
か
っ
た
が
、
二
〇
一
二
年
に

初
め
て
中
国
人
が
日
本
人
利
用
客
数
を

上
回
り
、
以
後
最
多
と
な
っ
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
と
二
〇
〇
六
年
の
二
度
に

わ
た
り
、
外
国
人
専
用
カ
ジ
ノ
の
営
業
拡

大
政
策
が
と
ら
れ
た
。
二
〇
〇
六
年
の
グ

が
あ
る
と
さ
れ
、
程
な
く
韓
国
人
の
入
場

は
禁
止
さ
れ
た
。

一
九
七
〇
～
八
〇
年
代
に
は
釜
山
や
済

州
島
な
ど
代
表
的
な
観
光
地
に
カ
ジ
ノ
が

続
々
と
オ
ー
プ
ン
し
、
一
九
九
四
年
に
は

さ
か
の
ぼ
る
。
一
九
六
七
年
、
韓
国
初
の

カ
ジ
ノ
が
仁
川
オ
リ
ン
ポ
ス
ホ
テ
ル
で
、

翌
年
に
は
ウ
ォ
ー
カ
ー
ヒ
ル
カ
ジ
ノ
が
営

業
を
開
始
し
た
。
当
初
は
韓
国
人
も
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
社
会
的
に
問
題

	 年	 主な内容

1960年代 ◎「福票発行･懸賞基他射倖行為団束法」改正（1962年。カジノ設立の法的根拠をそなえる）
 ◎韓国初のカジノが仁川オリンポスホテルで営業開始（1967）
 　ウォーカーヒルカジノの営業開始（1968）
 ◎「福票発行･懸賞基他射倖行為団束法」の改正により、カジノへの韓国人の入場が禁止

1970年代 ◎俗離山観光ホテルカジノ（1995年に許可取消）、済州KALホテルカジノ（1975）、
 　釜山パラダイスビーチホテルカジノ（1978）、慶州コーロンホテルカジノ（1979）が営業開始

1980年代 ◎雪岳パークホテルカジノ（1980）、済州パークハイアットホテルカジノ（1985）が営業開始

1990年代 ◎済州グランドホテル、済州クラウンプラザホテル、済州西帰浦KALホテル、
 　済州オリエンタルホテルにてカジノの営業開始（1990）
 ◎済州新羅ホテルカジノ（1991）、済州パシフィックカジノ（1995）の営業開始
 ◎「観光振興法」改正によりカジノ産業が観光産業に組み込まれる（1994）
 ◎「廃鉱地域の開発支援に関する特別法」制定（1996）により、韓国人のカジノ入場に関する
 　法的根拠を整備

2000.10.28 ◎江原ランドカジノの営業開始（2003年に拡張）

2004.10.03 ◎グランドコリアレジャー（株）が外国人専用カジノの事業権を獲得（ソウル2個所、釜山1個所）

2004.12.31 ◎「企業都市開発特別法」制定

2006.	2.21 ◎「済州特別自治道の設置および国際自由都市の造成のための特別法」制定

2006 ◎グランドコリアレジャー（株）のカジノが営業開始
   （ソウル江南店、ヒルトンホテル店、釜山ロッテホテル店）

2007.	12.	7 ◎「経済自由区域の指定および運営に関する特別法」改正

2012.	9.21 ◎「経済自由区域の指定および運営に関する特別法」改正
   （カジノ業の許可に対する事前審査制の導入）

2012.11.20 ◎「観光振興法施行令」の改正により、クルーズカジノの導入に対する要件が緩和

2012.12.11 ◎「セマングム事業の推進および支援に関する特別法」制定

表2  韓国カジノの発展の過程

資料：韓国文化観光研究院（KCTI）作成

研究発表会場の様子
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ラ
ン
ド
コ
リ
ア
レ
ジ
ャ
ー
に
よ
る
ソ
ウ
ル

二
カ
所
、
釜
山
一
カ
所
の
カ
ジ
ノ
開
業
以

降
、
韓
国
全
体
の
カ
ジ
ノ
売
上
、
利
用
客

数
は
大
き
く
伸
び
て
お
り
、
こ
の
頃
か
ら

韓
国
の
カ
ジ
ノ
市
場
は
大
き
く
変
化
し
た

と
言
え
る
（
図
１
、図
２
）。

「
江
原
ラ
ン
ド
」に
つ
い
て

外
国
人
専
用
カ
ジ
ノ
の
中
で
唯
一
韓
国

人
も
利
用
可
能
な
施
設
、
江
原
ラ
ン
ド
は

ソ
ウ
ル
か
ら
約
二
百
キ
ロ
東
に
位
置
し
、

二
〇
〇
〇
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。
客
室
数

九
百
二
十
四
室
の
ホ
テ
ル
と
九
百
三
室
の

コ
ン
ド
ミ
ニ
ア
ム
、
ス
キ
ー
場
二
カ
所
と

十
八
ホ
ー
ル
の
ゴ
ル
フ
場
、
テ
ー
マ
パ
ー

ク
な
ど
の
あ
る
一
大
レ
ジ
ャ
ー
ラ
ン
ド
で
、

カ
ジ
ノ
は
ホ
テ
ル
の
敷
地
内
に
あ
る
。

か
つ
て
石
炭
産
業
で
栄
え
、
斜
陽
を
迎

え
た
江
原
地
域
の
経
済
再
建
の
手
法
と
し

て
選
ば
れ
た
の
が
カ
ジ
ノ
の
開
設
だ
っ
た
。

一
九
九
六
年
制
定
の
「
廃
鉱
地
域
の
開
発

支
援
に
関
す
る
特
別
法
」
に
よ
り
、
こ
の

カ
ジ
ノ
を
一
部
の
韓
国
人
も
利
用
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
公
共
性
を
確
保
す
る
た

め
自
治
体
の
持
ち
株
比
率
が
高
く
、
韓
国

鉱
害
管
理
公
団
が
三
六
％
、
江
原
ラ
ン
ド

図1  外国人専用カジノの売上高および利用客の推移

資料：韓国文化観光研究院（KCTI）作成
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図2  外国人専用カジノの外貨収入および利用客の伸び率（前年比）

資料：韓国文化観光研究院（KCTI）作成
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開
発
公
社
と
近
隣
の
四
市
郡
が
五
一
％
と

な
っ
て
い
る
。

二
〇
一
三
年
の
入
場
客
は
三
百
六
万

八
千
人
、
売
上
高
は
一
兆
一
千
七
百
九
十

億
ウ
ォ
ン
と
右
肩
上
が
り
で
業
績
を
伸
ば

し
て
お
り
、
成
功
事
例
と
し
て
日
本
か
ら

の
視
察
も
多
い
。
国
税
お
よ
び
地
方
税
な

ど
の
租
税
負
担
に
加
え
、
税
引
前
利
益
の

二
五
％
を
廃
鉱
地
開
発
基
金
に
、
売
上
高

の
一
〇
％
を
観
光
振
興
開
発
基
金
に
納
め

る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
三
年

に
納
め
た
租
税
と
両
基
金
の
合
計
金
額
は

四
千
七
百
三
十
四
億
ウ
ォ
ン
と
な
っ
た
。

江
原
ラ
ン
ド
カ
ジ
ノ
の
売
上
に
対
す
る
租

税
負
担
率
は
三
七
～
三
八
％
の
水
準
と
な

っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
韓
国
で
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
依
存
症

へ
の
危
惧
や
教
育
上
の
問
題
な
ど
、
韓
国

人
が
江
原
ラ
ン
ド
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
国
内
で
肯
定
的
な
評
価
を
得
に

く
い
部
分
も
あ
る
。 

韓
国
の
カ
ジ
ノ
許
可
制
度

外
国
人
専
用
カ
ジ
ノ
の
法
的
根
拠　

外
国
人
専
用
カ
ジ
ノ
は
、
観
光
振
興

「
済
州
特
別
自
治
道
の
設
置
お
よ
び
国
際

自
由
都
市
の
造
成
の
た
め
の
特
別
法
」「
セ

マ
ン
グ
ム
（
干
拓
）
事
業
の
推
進
お
よ
び

支
援
に
関
す
る
特
別
法
」
と
い
う
三
つ
の

特
別
法
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。

韓
国
の
Ｉ
Ｒ
開
発
計
画

韓
国
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
中

国
や
米
国
な
ど
海
外
の
資
本
参
入
に
よ

り
、
Ｉ
Ｒ
の
新
設
計
画
が
増
え
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
韓
国
で
は
、
カ
ジ
ノ
は
ホ
テ

ル
内
の
一
施
設
と
し
て
運
営
さ
れ
て
き
た

た
め
、
現
在
進
行
中
の
Ｉ
Ｒ
開
発
事
業
は

特
例
的
な
規
制
に
基
づ
く
。
現
在
の
観
光

振
興
法
に
は
複
合
リ
ゾ
ー
ト
形
態
の
カ
ジ

ノ
に
対
す
る
許
可
が
含
ま
れ
て
い
な
い
た

め
、
関
連
す
る
制
度
改
正
を
行
う
必
要

も
生
ま
れ
て
い
る
。

●
リ
ッ
ポ
ー
シ
ー
ザ
ー
ズ

米
国
の
カ
ジ
ノ
経
営
会
社
シ
ー
ザ
ー
ズ・

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア

系
の
財
閥
リ
ッ
ポ
ー
グ
ル
ー
プ
、
韓
国
の

デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
Ｏ
Ｕ
Ｅ
の
三
社
に
よ
り
、
仁

川
ミ
ダ
ン
シ
テ
ィ
内
に
計
画
。
二
〇
一
八
年

上
期
オ
ー
プ
ン
を
予
定
。
投
資
総
額
は
約

二
兆
三
千
億
ウ
ォ
ン
。主
要
施
設
は
ホ
テ
ル

や
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
、シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
、

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
な
ど
で
敷
地
面
積

は
四
万
二
千
四
百
五
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
。

参
考
サ
イ
ト

http://w
w
w
.asiax.biz/new

s/2014/03/19-
105329.php

●
パ
ラ
ダ
イ
ス
シ
テ
ィ

韓
国
企
業
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
と
日
本
の
パ

チ
ン
コ
・
ゲ
ー
ム
会
社
の
セ
ガ
サ
ミ
ー
ホ

ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
が
、
新
会
社
パ
ラ
ダ
イ

ス
セ
ガ
サ
ミ
ー
を
設
立
し
、
仁
川
地
区
に

計
画
。
開
業
は
二
〇
一
七
年
で
そ
の
後
も

拡
張
予
定
。
投
資
総
額
は
約
一
兆
五
千

六
百
億
ウ
ォ
ン
。
主
要
施
設
は
ホ
テ
ル
や

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
、

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
な
ど
で
敷
地
面

積
は
三
十
三
万
六
千
平
方
メ
ー
ト
ル
。

参
考
サ
イ
ト

http://w
w
w
.casinoshinbun.com

/new
slist/

new
s/1780/

http://w
w
w
.sankei.com

/econom
y/

new
s/141120/ecn1411200019-n1.htm

l

こ
の
他
、
中
国
の
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
グ

ル
ー
プ
と
マ
レ
ー
シ
ア
の
ゲ
ン
テ
ィ
ン
・

グ
ル
ー
プ
に
よ
る
済
州
神
話
歴
史
公
園
の

法
に
よ
り
、
国
際
港
（
空
港
、
港
湾
）
が

あ
る
広
域
自
治
体
、
観
光
特
区
内
観
光

ホ
テ
ル
お
よ
び
国
際
会
議
施
設
の
付
帯
施

設
、
二
万
ト
ン
以
上
の
国
際
旅
客
船
に
許

可
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
最
近
の
新
規
許
可
以
降
、
外

国
か
ら
の
観
光
客
が
六
十
万
人
以
上
増
加

し
た
場
合
、
二
カ
所
ま
で
に
限
り
許
可
が

可
能
」
と
し
て
い
る
が
、
既
に
外
国
か
ら

の
観
光
客
は
二
百
万
人
も
増
え
て
お
り
、

許
可
申
請
が
多
い
た
め
政
府
が
苦
慮
し
て

い
る
の
が
現
状
だ
。

外
国
人
専
用
カ
ジ
ノ
の
許
可
に
つ
い
て

は
「
経
済
自
由
区
域
の
指
定
お
よ
び
運
営

に
関
す
る
特
別
法
」
で
、
三
つ
の
条
件
が

定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
１
）五
億
米
ド
ル
以
上
の
海
外
か
ら
の
投

資
、信
用
等
級
が
投
資
適
格
で
あ
り
、

カ
ジ
ノ
を
含
む
三
種
以
上
の
観
光
事

業
の
経
営

（
２
）三
億
米
ド
ル
以
上
投
資
し
た
場
合
、

営
業
開
始
後
二
年
ま
で
に
計
五
億

米
ド
ル
の
投
資
条
件
付
き
で
営
業
を

許
可

（
３
）カ
ジ
ノ
業
に
関
す
る
事
前
審
査
請
求

が
可
能

こ
の
他
に
「
企
業
都
市
開
発
特
別
法
」
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「
リ
ゾ
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
済
州
」、
日
本
の
マ

ル
ハ
ン
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
「
仁
川
ド
リ
ー

ム
ア
イ
ラ
ン
ド
」
な
ど
の
Ｉ
Ｒ
建
設
計
画

が
進
行
中
。

参
考
サ
イ
ト

http://www.sankeibiz.jp/m
acro/

news/140219/m
cb1402190654031-n1.htm

http://w
w
w
.m
aruhan.co.jp/

corporate/2014/20140725.htm
l

韓
国
の
カ
ジ
ノ
に
関
す
る

議
論
と
課
題

Ｉ
Ｒ
開
発
に
関
す
る
議
論

今
後
も
韓
国
政
府
は
カ
ジ
ノ
を
増
設

す
る
意
向
で
、
営
業
許
可
を
求
め
る
業
者

が
水
面
下
で
競
争
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。

海
外
か
ら
の
投
資
に
つ
い
て
は
公
募
制
を

と
っ
て
い
る
が
、
大
規
模
な
投
資
は
外
国

企
業
に
の
み
許
可
さ
れ
る
現
状
が
あ
る
た

め
、「
国
内
企
業
に
対
す
る
差
別
で
は
」

と
い
っ
た
議
論
も
韓
国
国
内
で
生
ま
れ
て

い
る
。　

カ
ジ
ノ
の
事
業
許
可
が
取
引
材
料
と

な
り
、
取
得
し
た
カ
ジ
ノ
の
営
業
権
を
第

三
者
に
譲
渡
す
る
と
い
っ
た
問
題
も
起
き

て
い
る
。
こ
う
し
た
批
判
や
問
題
を
受
け
、

制
度
を
一
部
改
正
し
て
、
韓
国
の
企
業
も

カ
ジ
ノ
投
資
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る

他
、
第
三
者
へ
の
事
業
許
可
の
譲
渡
を
取

り
締
ま
る
方
向
に
あ
る
。
建
設
計
画
が
進

行
中
の
リ
ッ
ポ
ー
シ
ー
ザ
ー
ズ
に
対
し
て

は
二
度
の
事
前
審
査
を
行
い
、
適
合
判
定

が
行
わ
れ
た
。
今
後
は
外
国
企
業
に
対
し

て
、
持
ち
株
を
制
限
す
る
と
い
っ
た
制
度

改
正
も
行
わ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
投
資
計
画
を
確
実
に
履
行
す
る

た
め
の
担
保
も
重
視
さ
れ
て
お
り
、
リ
ッ

ポ
ー
シ
ー
ザ
ー
ズ
の
事
前
審
査
時
に
政
府

は
以
下
の
四
つ
の
条
件
を
付
加
し
て
い
る
。

（
１
）関
連
法
令
で
規
定
し
た
履
行
事
項
の

遵
守　

（
２
）毎
年
の
会
計
監
査
お
よ
び
責
任
監
理

後
の
投
資
履
行
実
績
の
報
告

（
３
）
単
一
口
座
を
通
じ
た
投
資
資
金
の

管
理 

（
４
）国
内
に
預
け
置
い
た
投
資
資
金
に
対

す
る
用
途
制
限
な
ど
。

こ
れ
ら
は
法
制
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
今
後
は
制
度
化
が
求
め
ら
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

カ
ジ
ノ
増
設
に
対
す
る
懸
念

韓
国
国
内
で
は
カ
ジ
ノ
施
設
の
増
加
に

伴
い
、
今
後
韓
国
人
に
対
し
て
も
カ
ジ
ノ

が
開
放
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
す

る
声
も
多
い
。
現
時
点
で
は
、
韓
国
政
府

は
国
内
居
住
者
の
カ
ジ
ノ
利
用
に
つ
い
て

方
針
の
変
更
は
な
い
と
し
て
い
る
。
韓
国

で
は
カ
ジ
ノ
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
あ
ま

り
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
で
は
な
い
た
め
、
検
討
は

慎
重
に
行
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
、
大
型
カ
ジ
ノ
が
新
設
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
海
外
の
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン

グ
に
活
用
さ
れ
る
の
で
は
と
い
う
懸
念
も

あ
る
。
韓
国
で
は
金
融
報
告
分
析
機
関
と

い
う
組
織
に
よ
り
、
カ
ジ
ノ
に
対
し
て
金

融
機
関
と
同
等
の
調
査
が
入
る
。
多
額
の

金
が
動
い
た
場
合
は
分
析
報
告
す
る
制

度
が
あ
る
た
め
、
一
定
の
防
止
効
果
が
期

待
で
き
る
が
、
業
界
や
経
営
者
が
高
度
の

倫
理
感
を
持
ち
、
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ

防
止
活
動
な
ど
に
積
極
的
に
参
加
す
る

こ
と
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。

カ
ジ
ノ
関
連
制
度
の
見
直
し
（
改
善
）

韓
国
に
は
、
射
倖
産
業
を
統
括
管
理

す
る
射
倖
産
業
統
合
監
督
委
員
会
が
あ

り
、「
射
倖
産
業
売
上
総
量
制
」
と
い
う

制
度
を
導
入
し
て
い
る
。
同
委
員
会
で
は

韓
国
の
経
済
成
長
に
対
す
る
あ
る
所
定
の

率
を
射
倖
産
業
の
売
上
が
上
回
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
調
整
し
て
い
る
が
、
こ
の
組

織
と
は
別
に
カ
ジ
ノ
の
み
を
監
督
す
る
組

織
の
新
設
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
対
す
る
行

政
制
裁
お
よ
び
許
可
権
の
強
化
、
カ
ジ
ノ

で
働
く
人
材
に
つ
い
て
は
従
業
員
登
録
制

の
導
入
を
通
じ
人
材
管
理
の
強
化
を
目
指

し
て
い
る
。

（
リ
ュ
・
ガ
ン
フ
ン
）

（
柳
氏
の
発
表
を
基
に
公
益
財
団
法
人

日
本
交
通
公
社
観
光
研
究
情
報
室
が
編
集
）
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柳
匡
勳
（
リ
ュ
・
ガ
ン
フ
ン
）

韓
国
文
化
観
光
研
究
院　

観
光
政
策
研
究
室
長
。

京
畿
大
学
校　

観
光
学
博
士
。
国
務
総
理
室
政
府
業

務
評
価
委
員
、
文
化
体
育
観
光
部
カ
ジ
ノ
制
度
改
善

Ｔ
Ｆ
委
員
を
経
て
現
在
に
至
る
。
韓
国
観
光
学
会
観

光
開
発
分
科
学
会
部
会
長
、
江
原
ラ
ン
ド
中
毒
管
理

セ
ン
タ
ー
諮
問
委
員
、
射
倖
産
業
統
合
監
督
委
員
会

綜
合
計
画
樹
立
・
制
度
改
善
分
科
委
員
を
務
め
る
。
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